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適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について

巡回指導とは？

よく言われますが、、、監査ではありません！

あくまでも指導です！

・監査 → 行政（運輸支局等）が実施

無通告、違反があれば行政処分あり

・巡回指導→ トラック協会の適正化指導員が実施

事前に通知、指導及びアドバイス

しかし、あまり違反事項が多いと、、、それを

きっかけに本当の監査となりかねません！
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適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について

総合評価判定基準

３８項目を調査して「対象になった項目」の

「適」の割合でＡ～Ｅの５段階で評価！

Ａ：９０％以上

Ｂ：８０％以上９０％未満

Ｃ：７０％以上８０％未満

Ｄ：６０％以上７０％未満

Ｅ：６０％未満

※重点指導項目が「否」の場合ワンランクダウン

要注意

２



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について

例えば、、、

Ａ社の巡回指導を実施して「適」が２８件、「否」が

５件、該当なしが５件の場合

「適」÷（「適」＋「否」）＝２８÷３３＝８４．８％

評価「Ｂ」だ！ (^^)/と思っていると、、、

重点指導項目が「否」の場合、ワンランクダウンなので、

結果的に評価「Ｃ」に、、、(-_-)

３



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について

支 部 A B C D E その他 計

仙 台
144 43 8 1 0 12 208

69.2% 20.7% 3.8% 0.5% 5.8% 100.0%

仙 南
48 24 5 1 0 3 81

59.3% 29.6% 6.2% 1.2% 3.7% 100.0%

石 巻
17 6 3 0 0 7 33

51.5% 18.2% 9.1% 21.2% 100.0%

大 崎
23 11 1 1 1 4 41

56.1% 26.8% 2.4% 2.4% 2.4% 9.8% 100.0%

登米本吉
9 2 0 0 0 3 14

64.3% 14.3% 21.4% 100.0%

塩 釜
31 6 0 1 1 1 40

77.5% 15.0% 2.5% 2.5% 2.5% 100.0%

栗 原
8 4 1 0 0 3 16

50.0% 25.0% 6.3% 18.8% 100.0%

気 仙 沼
9 7 0 0 0 3 19

47.4% 36.8% 15.8% 100.0%

計
289 103 18 4 2 36 452

63.9% 22.8% 4.0% 0.9% 0.4% 8.0% 100.0%

支部別巡回指導総合評価
（令和６年４月～１１月）

４



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について

重点指導項目
１．運行管理者が選任され、届出されているか

※選任された運行管理者が全くいない→運輸支局速報

２．過労防止（改善基準告示に則った運行）
３．点呼の実施、記録、保存

※点呼を全くしていない →運輸支局速報

４．乗務員の指導監督（１３６６号）
５．特定の運転者に対する特別指導（初任、適齢、特定）
６．特定の運転者に対する適性診断（初任、適齢、特定）
７．整備管理者が選任され、届出されているか

※選任された整備管理者が全くいない→運輸支局速報

８．定期点検の実施、記録簿の保存（３、１２ヵ月）
※定期点検を全くしていない →運輸支局速報

９．健康診断（雇入れ、定期）の実施、保存

check！
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適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について

点呼を全く行っていない

①点呼の実施記録が全く保存されていない
②点呼の実施記録に関わる帳簿に記録が全くされていない

運行管理者・整備管理者が全くいない
※資格者がいても届出がされていない場合は、速報対象
①選任されている運行管理者が全くいない
②選任されている整備管理者が全くいない

定期点検を全く行っていない
①定期点検整備記録簿が全く保存されていない
②定期点検整備記録簿に記録が全くされていない

速やか
に

通 報

速 報 事 案

６
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１．巡回指導の重点項目について

７

３回続けてＤ・Ｅ評価の営業所は、
監査・処分の対象となります！ 注意！

令和５年
４月１日
より



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について（調査結果）①

A．事業計画等・帳票類の整備報告等

８

指 導 項 目 別 調 査 結 果

（過去３年間の４月～１１月累計実績比較）

区 分
重
点 調 査 項 目

令和６年度 令和５年度 令和４年度

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」割
合
（％）

ワースト
１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」割
合
（％）

ワースト
１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」割
合
（％）

ワースト
１０

Ⅰ.事業計画等 1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか 451 4 0.9% 513 1 0.2% 514 1 0.2%

2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか 451 9 2.0% 513 13 2.5% 514 13 2.5%

3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか 451 6 1.3% 513 2 0.4% 514 1 0.2%

4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か 451 6 1.3% 513 4 0.8% 514 2 0.4%

5,乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か 451 1 0.2% 513 1 0.2% 514 1 0.2%

6.届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 211 1 0.5% 311 0 0.0% 237 0 0.0%

7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか 416 0 0.0% 483 0 0.0% 474 0 0.0%

8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか 416 0 0.0% 483 0 0.0% 474 0 0.0%

Ⅱ.帳票類の 1.事故記録が適正に記録され、保存されているか 192 0 0.0% 217 0 0.0% 315 0 0.0%

整備報告等 2.自動車事故報告書を提出しているか 24 0 0.0% 22 1 4.5% 34 0 0.0%

3.運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか 451 11 2.4% 512 12 2.3% 514 5 1.0%

4.車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか 451 2 0.4% 513 0 0.0% 514 0 0.0%

5.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか(本社巡回に限る) 225 14 6.2% ⑧ 326 28 8.6% ⑧ 270 15 5.6% ⑩



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について（調査結果）②

B．運行管理等

９

区 分
重
点 調 査 項 目

令和６年度 令和５年度 令和４年度

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」割
合
（％）

ワースト
１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」割
合
（％）

ワースト
１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」割
合
（％）

ワースト
１０

Ⅲ.運行管理等 1.運行管理規程が定められているか 451 0 0.0% 513 1 0.2% 513 0 0.0%

○ 2.運行管理者が選任され、届出されているか 416 5 1.2% 483 4 0.8% 480 2 0.4%

3.運行管理者に所定の研修を受けさせているか 404 29 7.2% ⑤ 471 43 9.1% ⑦ 466 46 9.9% ⑤

4.事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか 416 0 0.0% 483 3 0.6% 475 0 0.0%

○ 5.

過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休
憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか

452 28 6.2% ⑨ 513 61 11.9% ⑥ 521 70 13.4% ③

6.過積載による運送を行っていないか 416 0 0.0% 483 0 0.0% 475 0 0.0%

○ 7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か 452 35 7.7% ④ 515 69 13.4% ④ 521 43 8.3% ⑥

8.乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か 452 3 0.7% 515 4 0.8% 521 4 0.8%

9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か 391 2 0.5% 462 10 2.2% 464 2 0.4%

10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か 123 5 4.1% 146 18 12.3% ⑤ 150 11 7.3% ⑧

○ 11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか 450 30 6.7% ⑥ 513 33 6.4% ⑩ 514 38 7.4% ⑦

○ 12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか 316 60 19.0% ① 352 73 20.7% ① 366 53 14.5% ②

○ 13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか 314 34 10.8% ② 355 68 19.2% ② 367 42 11.4% ④



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について（調査結果）③

C．車両管理等・労基法等・法定福利費・運輸安全マネジメント

ワースト１位：特別指導 ワースト２位：適性診断 ワースト３位：整管研修
ワースト４位：点呼の実施 ワースト５位：運管講習 ワースト６位：安全指導
ワースト７位：健康診断 ワースト８位：事業、実績報告 ワースト９位：過労防止
ワースト１０位：定期点検 １０

区 分
重
点 調 査 項 目

令和６年度 令和５年度 令和４年度

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」割
合
（％）

ワースト
１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」割
合
（％）

ワースト
１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」割
合
（％）

ワースト
１０

Ⅳ.車両管理等 1.整備管理規程が定められているか 423 0 0.0% 484 0 0.0% 483 0 0.0%

○ 2.整備管理者が選任され、届出されているか 418 7 1.7% 483 2 0.4% 481 3 0.6%

3.整備管理者に所定の研修を受けさせているか 393 35 8.9% ③ 438 66 15.1% ③ 441 76 17.2% ①

4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか 451 6 1.3% 511 9 1.8% 512 7 1.4%

○ 5.

定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等
が保存されているか 451 22 4.9% ⑩ 513 33 6.4% ⑩ 513 34 6.6% ⑨

Ⅴ.労基法等 1.就業規則が制定され、届出されているか 319 4 1.3% 319 1 0.3% 396 0 0.0%

2. ３６協定が締結され、届出されているか 413 9 2.2% 478 13 2.7% 479 9 1.9%

3.労働時間、休日労働について違法性はないか（運転時間を除く） 416 1 0.2% 482 0 0.0% 474 0 0.0%

○ 4.所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか 451 30 6.7% ⑦ 513 39 7.6% ⑨ 514 25 4.9%

Ⅵ.法定福利費 1.労災保険・雇用保険に加入しているか 434 9 2.1% 502 2 0.4% 510 0 0.0%

2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか 444 9 2.0% 508 4 0.8% 512 0 0.0%

Ⅶ.運輸安マネ 1.運輸安全マネジメントの実施は適切か 416 15 3.6% 483 15 3.1% 474 9 1.9%

(注） ○は重点項目



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について（テスト）①

これからテストをします！

ある事業者に巡回指導で訪問した際の会話です。下線部が正しい

場合は〇を間違っている場合は×を付けてください。

設定

・最近ドライバー（４５歳）を１名採用した。入社直前まで緑ナ

ンバーのトラックドライバーをしていた。

・６６歳のドライバーが１名在籍している。

会話１

指導員：最近、新しく雇用したドライバーが１名いらっしゃいま

すが、事故歴の把握はしていますか？

事業者：はい、（Ａ．入社時に１年分の運転記録証明書）を取得

しました。

１１



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について（テスト）②

会話２

指導員：それでは初任運転者に対する教育は実施していますか？

また、初任診断は受診していますか？

事業者：当社に入社する直前まで、（B．緑ナンバーのドライ

バーをしていたので、必要が無いと思い教育は省略しました。）

（C．初任診断についても１０年前に受診したが、直近まで緑ナ

ンバーのドライバーをしていたので、今回受診していません。）

会話3

指導員：雇入れ時の健康診断は実施していますか。

事業者：（D．入社日の５ヵ月前）に、前職で受診していたので、

その結果をもって雇入れ時の健康診断としていました。

１２



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について（テスト）③

会話４

指導員：６６歳のドライバーの方がいらっしゃるようですが、

適齢診断と結果に基づいた高齢者教育は実施していますか？

事業者：はい、（Ｅ．６６歳になったので）受診させました。教

育を実施しようと思っていましたが時間が取れなくて（Ｆ．受診

してから２ヶ月後に教育を実施しました。）診断の結果を踏まえ、

加齢に伴う身体機能の変化に応じた安全な運転方法について自ら

が考えるように（G．口頭で指導しました。）次は、（H．７０

歳になった時）に受診させようと考えています。

Ａ（ ） Ｂ（ ） Ｃ（ ） D（ ）

Ｅ（ ） Ｆ（ ） Ｇ（ ） H（ ）

１３



適正化事業部
２．改善基準告示の改正について①

※告示制定以降、法廷労働時間が段階的に短縮し、週４０時間制へ移
行するに伴い、見直しが行われた。平成９年に改正されてからは、令
和４年に至るまで、改正は行われなかった。

１４
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２．改善基準告示の改正について②

１５



適正化事業部

➧脳・心臓疾患の労働災害認定基準においては、「発症前１ヶ月におおむね100時間または発症前2ヶ月間～6ヶ月間に
1ヶ月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合」、業務と発症との関連性が強いと評価される。

２．改善基準告示の改正について③

１６
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１年、1ヶ月の
拘束時間

１ヶ月：２９３時間
１年間：３,３００時間
１ヶ月： ２８４時間

労使協定があるときは、１年３,４００時間を超えない
範囲で年６回まで１ヶ月３１０時間まで延長可
２８４時間超は連続３ヶ月までとし、時間外・休日労働
数が１００時間未満となるよう努める

※

※

旧告示 改正後（令和６年４月１日～）

２．改善基準告示の改正について④

【１ヶ月あたりの拘束時間について】
法廷労働時間、労働した場合の１ヶ月あたりの拘束時間は
１年間の法廷労働時間：４０時間 ×５２週－２,０８０時間
１年間の休憩時間 ： １時間×５日×５２週－２６０時間

      （２,０８０時間－２６０時間）÷１２ヶ月－１９５時間
３,３００時間÷１２ヶ月－２７５時間
２７５時間－１９５時間－８０時間

※この計算は、事業所ごとの所定労働時間や休憩時間の違いや
月の数の違いを考慮していないため、あくまで「目安」である。

トラック運転者に適用される「改善基準告示」改正の概要①
（１年、１か月の拘束時間）

１７
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旧告示 改正後（令和６年４月１日～）

１日の
拘束時間

１日の
休息時間

原則：１３時間
最大：１６時間

※１５時間超は週２回迄

原則：１３時間
（上限１５時間、１４時間超週２回までが目安）

【例外】
宿泊を伴う長距離輸送の場合（※）継続１６時間までの延長可
※ １週間における運行すべて長距離貨物運送（一の運行の
走行距離が450㎞以上の貨物輸送）で、一の運行における
休息期間が住所地以外の場合におけるものである場合

継続８時間 継続１１時間を与えるよう努めることを基本
継続９時間を下回らない

【例外】
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合（※）、継続８時間以上
（週２回まで）拘束時間１６時間まで延長した場合、当該
の運行終了後に継続１２時間以上の休息期間を与える

２．改善基準告示の改正について⑤

トラック運転者に適用される「改善基準告示」改正の概要②
（１日の拘束時間、休息時間）

１８
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旧告示 改正後（令和６年４月１日～）

２日平均 ９時間
２週平均 ４４時間

現行とおり
運転時間

連続運転時間

４時間
※運転の中断は、合計３０分（１回１０分）

４時間以内
運転の中断時には、原則として休憩を与える
（１回おおむね連続１０分以上、合計３０分以上）
【例外】
SA・PA等に駐車できず、やむを得ず４時間を超える場合
４時間３０分まで延長可

２．改善基準告示の改正について⑥

連続運転時間のカウントは、運転の中断が合計３０分に達したところでリセットされます。（図）連続運転時間と運転の中断

連続運転時間 運転の中断（還俗休憩）
おおむね連続１０分以上

10分未満 10分未満

10分未満

合計30分以上

10分

10分

トラック運転者に適用される「改善基準告示」改正の概要③
（運転時間、連続運転時間）
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適正化事業部

・予期し得ない事象に対応した時間について、１日の拘束時間、運転時間、連続運転時間の計算から除くことができるが、
１年・１ヶ月の拘束時間から除くことができない。なお、当該対応時間は該当しない限り労働時間として取り扱う必要がある。

・予期し得ない事象に対応した場合、勤務終了後は、通常とおりの休息時間を与える必要がある。
き

留意点

２．改善基準告示の改正について⑦

（例）運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合（ウ）
道路封鎖、渋滞への対応に要した時間

・事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し（ア～エに掲げる場合に限る）、一定の遅延が生じた場合には、客観的な
記録が認められた場合に限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間の規制の運用に当たっては、その対応に
要した時間を除くことができることとする。ただし、勤務終了後は、通常とおりの休息時間（※）を与えるものとする。
（※）休息時間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象（警報発生時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になった場合

・運転日報上の記録に加え、客観的な記録（公的機関のＨＰ情報等）は必要。

１５時間（１日の拘束時間の基準を満たす）
（ただし、賃金支払いの対象とすべき労働時間は、18時間－休憩時間）

９時間（前後の日ｎいずれかが９時間以下なら基準を満たす
４時間（連続運転時間（４時間以下）の基準を満たす）n

拘束時間

運転時間

連続運転時間・

トラック運転者に適用される「改善基準告示」改正の概要④
（予期し得ない事象の取扱い）
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適正化事業部
２．改善基準告示の改正について⑧

２１



３．自動車運送事業者に対する行政処分基準の一部改正について

酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化

処分量定の引き上げ(違反件数に比例した処分の導入)

違反行為 処分内容

酒酔い・酒気帯び運行の業務 現 行
初違反 100日車

再違反 200日車

飲酒運転防止に係る指導監督が未実施 新 設
初違反 100日車

再違反 200日車

飲酒運転防止に係る点呼が未実施 新 設
初違反 100日車

再違反 200日車

⚫酒酔い・酒気帯び運行が確認された場合、現行の酒酔い・酒気帯び運行の業務に加え、新たに指導監督義
務と点呼実施義務について違反行為を設ける（それぞれの違反行為について加算）※１、２

※１ 指導監督・点呼実施について、明らかに実施されていることを指導・点呼記録により事業者が証明した場合は処分対象外
※２ 現行と同様、処分日車数による行政処分に加え、最長14日間の事業の事業停止処分を付加

⚫勤務時間等基準告示の遵守違反※３

未遵守件数 処分内容

初違反 再違反

5件以下 警告 （変更な
し）

10日車 （変更な
し）

6件以上
15件以下

現 行

10日車
改正後

2日車／
未遵守1件

現 行

20日車
改正後

4日車／
未遵守1件16件以上 現 行

20日車
現 行

40日車

⚫点呼の実施違反※３

未実施件数 処分内容

初違反 再違反

19件以下 警告 （変更な
し）

10日車 （変更な
し）

20件以上
49件以下

現 行

10日車
改正後

1日車／
未実施1件

現 行

20日車
改正後

2日車／
未実施1件50件以上

最大100件

現 行

20日車
現 行

40日車

トラック、バス、タクシー

トラックのみ

令和6年9月改正
10月施行

※３ 現行と同様、違反の様態により、30日間の事業の停止処分となる場合がある。

適正化事業部
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適正化事業部
３．営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について

今般の電子商取引の増大により、宅配に荷物の急激な増加、荷物の「小口・多頻度」化、繁忙期に限定されな
い突発的な運送需要の増大が生じていることで、貨物自動車運送事業者における車両・運転者の配置管理にこ
れまでより綿密な管理が必要となっている。

背 景

運行管理・整備管理のＤＸ化を前提とした運転者・車両の柔軟な運用を認める
➧一定期間（３０日以内）に限って業務応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の
移動を実施する場合には、運用方針に基づく条件を満たす場合において、増減車に係る事業計画の変更等
行政機関への届出が不要となる。

令和６年８月３０日付
国土交通省・自動車局 貨物事業課長発出

（１）一定期間は３０日以内とし、連続した本通達の運用は認めない。また１年間の適用上限は１２０日間
（２）同時に同一営業所から移動する運転者数及び車両数は、移動元営業所の選任運転者および配置車両の

それぞれ５割を超えない。
（３）移動元営業所から移動の運転者および移動車両に係る必要な情報が移動先営業所に共有されている事
（４）運行管理は原則移動元営業所で行うものとするが、移動先において補助（点呼等）を行うことができる
（５）整備管理は原則、移動元で行うものとするが、移動先営業所において補助（日常点検等）を行うこと

を認める。
（６）移動車両の状況を容易に把握できるよう、移動期間および移動車両を特定する情報を関係する営業所に

おいて直近１年間保存する。
（７）上記に係る業務について、その対象営業所や運行管理及び整備管理の方法について、運行管理規定お

よび整備管理規定に明確に定めること。また、移動運転者に関する運行管理の責任および移動車両に
関する整備管理の責任は、移動元の営業所が負うものとする。

運用方針

２３



適正化事業部
４．各種点呼の方法について①

ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化 ＩＣＴ：インターネットを活用した情報共有を実現する技術の総称

ＩＣＴ活用による高度化

・ＩＴ点呼 Gマーク連続16時間

・ＩＴ点呼（車庫間）〃24時間可（一定条件）

・遠隔地ＩＴ点呼 〃 連続16時間
 ※Ｇマーク無しでも導入可能（一定条件）

・遠隔点呼 Gﾏｰｸ不要、時間制限無

・乗務後自動点呼 各要件あり

・乗務前自動点呼 有識者監督・ワーキング

グループ監視の元、先行実施
※3月31日まで

※共同点呼（受委託点呼）

＝
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適正化事業部
４．各種点呼の方法について②（ＩＴ点呼）

ＩＴ点呼の導入条件と点呼に実施範囲

・営業所を開設してから３年
が経過していること

・過去３年間で自らの責に帰
する重大事故を発生させて
いないこと

・適正化実施機関による巡回
指導の評価が直近でD・E以
外かつ点呼に関する指摘場
ない、または点呼に係る改
善報告を３ヶ月以内に提出
し改善を図っていること

・A営業所～A営業所の車庫

・申請資格を満たしている事
・評価基準を満たしている事
・認可申請・届出・報告事項
を法に基づいて行っている
こと

・社会保険等へ適正に加入し
ていること

・A営業所～Ａ営業所の車庫
・Ａ営業所の車庫～Ａ営業所
の他の車庫

・Ａ営業所～Ｂ営業所
・Ａ営業所～Ｂ営業所の車庫

【条件・要件】

IT点呼（優良認定）

【条件・要件】

【点呼実施可能範囲】

【点呼実施可能範囲】

IT点呼（Gマーク認定）
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適正化事業部
４．各種点呼の方法について③（遠隔点呼）

点呼結果及び機器故障内容が電磁的方法により記録されること

・記録は１年間保持されること
・記録の修正及び消去ができないこと。又は修正された場合に修正前の情報が残り消去ができないこと
・機器・システムで保存された内部構造のまま、一括でCSV形式で出力できること

点呼結果 ・下記点呼結果が運転者ごとに記載されていること
・遠隔点呼を実施する営業所等間で共有できること

点呼結果とその記録について

運行管理者の確認すべき情報について

・遠隔点呼実施者名・運転者名・点呼日時・点呼方法
・運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
・運転者の酒帯びの状況に関する測定結果及び酒帯びの確認結果
・運転者の酒帯びの状況に関する測定時の静止画像又は動画 ・その他必要な事項

・運転者の疾病、疲労、睡眠不足の状況に関する確認結果 ・日常点検の確認結果 ・指示事項
・運行管理者等が乗務不可と判断した場合は、乗務不可と判断した理由及び代替措置の内容

・自動車、道路及び運行の状況 ・交替運転者に対する通告

機器故障内容 ・故障が発生した場合、故障発生日時及び故障内容が記載されていること

新定義：遠隔点呼運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が
機器を用いて、遠隔地にいる運転者等に対して行う点呼をいう。

遠隔点呼の実施場所：運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動
車内、待合室、宿泊施設その他これに類する場所
※運転者が点呼を受ける場所としてあらかじめ定めた場所として記録するよう指
導されている。（例）○○県××市（実施地点概要：車内他）

４月法改正による変更点（範囲）

※100％株式保有に
よる支配関係にあ
る親会社と子会社
又100％子会社同士
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適正化事業部
４．各種点呼の方法について④（乗務後自動点呼）

自動点呼機器の要件

運用上の遵守事項
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適正化事業部
４．各種点呼の方法について⑤（共同点呼：受委託点呼）

□受託営業所の要件
・Gマーク営業所であること。

□委託営業所の要件
・Gマークを取得している。もしくは認可から３年以上経過して
おり、申請日前３年間及び申請日以降に第一当時者となる重大事
故を起こしていないこと。かつ点呼の実施違反に係る行政処分を
受けていないこと。

□実施場所の要件
・受託点呼の実施場所は、受託営業所又は受託営業所の車庫とし
委託を受ける委託営業所の車庫との距離が５㎞以内であること。

□時間と受託営業所で可能な実施割合
・受託営業所で実施の点呼は、一営業日のうち連続１６時間以内
とし、委託営業所の運行管理者による点呼は、総点呼回数の３分
の１以上でなけれなならない。

□実施２ヶ月前までに運輸支局に申請すること。

□運行管理規定に明記すること。
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適正化事業部
４．各種点呼の方法について⑥（参考）

点呼種別 　　　　　実施　ー　被実施 条件等（ポイントのみ） 共通

実施営業所 他営業所・他営業所運転手 「対面点呼」と同等

（Ｇマーク） 他営業所車庫 連続１６時間

他営業所運転手

（Ｇマーク）

実施営業所 所属営業所車庫で所属運転者 「対面点呼」と同等

（Ｇマーク） （Ｇマーク） ２４時間可

(優良認定事業者） （優良認定事業者）

実施営業所 営業所でない地点 Ｇマーク（他営業所：Ｇマーク）

（Ｇマーク） ※携帯型端末（テレビ電話機能） 運転者所属営業所補助者との

他営業所運転者 「電話その他点呼」と同等

連続１６時間

実施営業所 当該営業所車庫 Ｇマーク不要

他営業所 「対面点呼」扱い

他営業所車庫 時間制限なし

グループ企業営業所車庫

営業所車庫 【法改正】

Ｇマーク不要

「対面点呼」と同等

定められた要件を満たす機器を使用する

ＩＴ点呼

（車庫間）

遠隔地ＩＴ点呼

遠隔点呼

乗務後自動点呼

運転者等が従事する運行の業務に係る事業

用自動車内、待合所、宿泊施設その他これ

らに類する場所

ＩＴ点呼

運輸支局への届

出必須

運行管理規定に

明記

乗務後に限定し機器を用いて実施

所属営業所の運行管理者による点呼は

１/３以上

所属営業所の運行管理者による点呼は

１/３以上

所属営業所の運行管理者による点呼は

１/３以上
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５．その他（トラックＧメンとＧメン調査員の連携について）
適正化事業部

■令和５年７月 「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づき、全国162名体制のトラックＧメンを設置

■この１年間、荷主等の違反原因行為の是正のため、本省Gメンを中心に働きかけ等の811件※の是正指
導を実施（勧告２件、要請174件、働きかけ635件）※R6.6.30現在

■令和６年６月 地方運輸局及び運輸支局に是正指導の判断を委任し、さらなる活動強化を図っている

Gメン調査員Gメン（国）

トラック事業者からの情報収集

荷主・元請事業者等への調査等

① 目安箱情報

② 電話・訪問調査 等

① 荷主調査、現場確認

② 周知・協力要請

トラック事業者からの情報収集

荷主・元請事業者等への調査等

① 巡回指導時

② 電話・訪問調査

① 荷主調査、現場確認

② 周知・協力要請

連携・役
割分担

同行

ノウハウ
の吸収

長時間の荷待ち

運賃・料金の不当
な据え置き

異常気象時の運送
依頼

契約ない附帯業務

過積載の指示容認

無理な運送依頼

違反原因行為

国の研修にＧメン調査員も参加

段階的にGメン調査員の業務を拡充

荷主とトラック事業者の、適正かつ対等な取引環境の醸成

運輸支局及び地方実施機関で業務内容・進め方のすり合わせ

収
集
し
た
情
報

是
正
指
導
の
実
施
（
国
）

３０

※R6.11.1～トラック物流Ｇメンに改組



適正化事業部
５．その他（貨物軽自動車運送事業の安全対策強化について）
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適正化事業部
５．その他（２０２５年度 Gマーク申請について）

Ｇマーク申請方法の変更点（2023年から変更）

２０２５年度の申請方法

新規・更新A・C方式の申請

更新B・E方式の申請

・これまでの窓口への持ち込み申請からパソコンを通じて行う、Web
申請に変更になっております。

・申請方式のうち「更新D方式」は廃止されております。

・新規・更新A・C方式は、従来とおり、評価項目Ⅲ「安全性に対する
取り組みの積極性」を挙証する資料が必要なため、原則として窓口
での手続きが必要となります。

・更新B・E方式については、Web申請システムへ申請情報入力を行い
申請期間（７月上旬）に申請ボタンを押すことで申請が完了します。

評価項目Ⅰ について

評価項目Ⅱ について

評価項目Ⅲ について

・「安全性に対する法令の遵守状況」の配点が一部変更されています。

・自動車事故報告書について、Web申請内でアップロードできるように
なりました。

・「安全性に対する取組の積極性」の自認項目が11項目から4グループ
17項目に変更されております。

・各自認項目グループにおいて、すべての項目に得点していることが
必要となっております。

・取り組みを証明する添付資料の提出が必要となっております。 ３２



適正化事業部
５．その他（運行管理者講習の「℮-ラーニング」での受講について）
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適正化事業部
５．その他（アンケートのお願い）

QRコードをスマートフォンで読み取ってください。

本日の講習会について
アンケートにご協力ください。

※本日の講習会資料は、宮城県トラック協会ホームページにPDFデータを
掲載しておりますので、必要な方はダウンロードしてください。
宮城県トラック協会HP「適正化情報・Gマーク」
https://www.miyatokyo.or.jp/wp/wpcontent/themes/blanksla
te/teki/
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適正化事業部
５．その他（テストの回答と解説）

テストの回答です！(^^)/

Ａ → ×

当該事業者で初めてトラックに乗車する前に、過去３年間以上の事故歴を把握すること。

Ｂ → 〇

当該事業者で初めてトラックに乗車する前から、過去３年間で他の事業者で緑ナンバー

のドライバーとして常時選任されていた場合は省略可能。

Ｃ → ×

当該事業者で初めてトラックに乗車する前から、過去３年以内に受診した事がない場合

は受診すること。（教育と違って受診が必要となる事が多い。）

※初任運転者教育と初任診断は間違いやすいので注意が必要！

Ｄ → ×

入社時から過去３ヶ月以内に健康診断を受診していれば、診断結果を使用できます。

Ｅ → ×

６５歳になったら、６６歳になるまでに受診すること。

Ｆ → ×

適齢診断の結果が判明した後１ヵ月以内に実施すること。

G → ×

指導を行ったら必ず記録を残しておくこと。

H → ×

受診後は、３年以内ごとに１回受診させること。
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適正化事業部
５．その他（テストの回答と解説）

初任運転者への対応 高齢運転者への対応

３６



３８




	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3: １．巡回指導の重点項目について
	スライド 4: １．巡回指導の重点項目について
	スライド 5: １．巡回指導の重点項目について
	スライド 6: １．巡回指導の重点項目について
	スライド 7: １．巡回指導の重点項目について
	スライド 8: １．巡回指導の重点項目について
	スライド 9: １．巡回指導の重点項目について
	スライド 10: １．巡回指導の重点項目について（調査結果）①
	スライド 11: １．巡回指導の重点項目について（調査結果）②
	スライド 12: １．巡回指導の重点項目について（調査結果）③
	スライド 13: １．巡回指導の重点項目について（テスト）①
	スライド 14: １．巡回指導の重点項目について（テスト）②
	スライド 15: １．巡回指導の重点項目について（テスト）③
	スライド 16: ２．改善基準告示の改正について①
	スライド 17: ２．改善基準告示の改正について②
	スライド 18: ２．改善基準告示の改正について③
	スライド 19: ２．改善基準告示の改正について④
	スライド 20: ２．改善基準告示の改正について⑤
	スライド 21: ２．改善基準告示の改正について⑥
	スライド 22: ２．改善基準告示の改正について⑦
	スライド 23: ２．改善基準告示の改正について⑧
	スライド 24: ３．自動車運送事業者に対する行政処分基準の一部改正について
	スライド 25: ３．営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
	スライド 26: ４．各種点呼の方法について①
	スライド 27:  ４．各種点呼の方法について②（ＩＴ点呼） 
	スライド 28: ４．各種点呼の方法について③（遠隔点呼）
	スライド 29: ４．各種点呼の方法について④（乗務後自動点呼）
	スライド 30: ４．各種点呼の方法について⑤（共同点呼：受委託点呼）
	スライド 31: ４．各種点呼の方法について⑥（参考）
	スライド 32
	スライド 33: ５．その他（貨物軽自動車運送事業の安全対策強化について）
	スライド 34: ５．その他（２０２５年度　Gマーク申請について）
	スライド 35: ５．その他（運行管理者講習の「℮-ラーニング」での受講について）
	スライド 36: ５．その他（アンケートのお願い）
	スライド 37: ５．その他（テストの回答と解説）
	スライド 38: ５．その他（テストの回答と解説）
	スライド 39
	スライド 40

